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キャラウェイ高等弁務官の沖縄統治（一九六一年二月─一九六四年七月）（二・完）

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
沖
縄
統
治	

	

（
一
九
六
一
年
二
月
─
一
九
六
四
年
七
月
）（
二
・
完
）

─
─
「
強
権
的
」
統
治
と
沖
縄
返
還
─
─

真 

栄 

城　
　

拓　
　

也

は
じ
め
に

第
一
章　

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
着
任

第
二
章　
「
強
権
的
」
統
治
と
沖
縄
（
以
上
、
第
七
〇
巻
第
五
号
）

第
三
章　
「
二
・
一
決
議
」
と
ア
メ
リ
カ

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章　
「
二
・
一
決
議
」
と
ア
メ
リ
カ

　

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
に
対
す
る
沖
縄
住
民
の
反
発
は
、
ア
メ
リ
カ
に
沖
縄
返
還
を
検
討
さ
せ
る
ほ
ど
の
激
し
さ
を
持

つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
既
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
統
治
期
に
沖
縄
の
立

法
院
が
提
出
し
た
「
二
・
一
決
議
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
政
策
に
小
さ
く
な
い
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
本
章
は
、
従
来
の
研
究
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が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
「
二
・
一
決
議
」
に
着
目
し
、
こ
の
決
議
が
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
返
還
の
検
討
に
及
ぼ
し
た
影
響

を
分
析
す
る
。

　
「
二
・
一
決
議
」
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ

政
府
に
と
っ
て
こ
の
決
議
は
、
沖
縄
統
治
に
関
し
て
国
際
社
会
か
ら
の
植
民
地
主
義
批
判
を
巻
き
起
こ
す
起
爆
剤
の
よ
う
に
映
っ
て
い

た
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
地
域
が
独
立
及
び
国
連
加
盟
を
果
た
し
、
国
際
社
会
で
は
反
植
民
地
主
義
が
力
を
強

め
て
い
た
。
国
連
設
立
当
初
、
外
国
支
配
に
苦
し
ん
だ
経
験
を
持
つ
国
連
加
盟
国
は
五
一
カ
国
の
う
ち
六
カ
国
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

一
九
六
〇
年
ま
で
に
国
連
の
加
盟
国
数
は
一
〇
〇
カ
国
に
達
し
、
そ
の
う
ち
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
四
四
カ
国
を
占
め
た
。
反
植

民
地
主
義
的
な
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
、
ソ
連
率
い
る
共
産
主
義
陣
営
の
後
押
し
を
う
け
、
一
九
六
〇
年
一
二
月
に
「
植
民
地
独

立
付
与
宣
言
」
を
全
会
一
致
で
採
択
さ
せ
る
な
ど
、
国
連
総
会
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

国
連
総
会
は
、「
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
」
採
択
の
翌
年
一
一
月
、
そ
の
宣
言
の
履
行
状
況
を
審
議
す
る
「
脱
植
民
地
化
委
員
会
」

を
ソ
連
の
主
導
に
よ
っ
て
設
置
し
た
。「
脱
植
民
地
化
委
員
会
」
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
植
民
地
問
題
を
討
議
し
、
決
議
や
勧
告
を
出
す
だ

け
で
な
く
、
植
民
地
現
地
か
ら
の
請
願
を
聞
き
、
調
査
団
を
派
遣
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
た
。
ソ
連
は
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
こ
の
委
員

会
を
利
用
し
、
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
沖
縄
に
調
査
団
派
遣
を
求
め
る
な
ど
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

国
務
省
は
、
沖
縄
と
植
民
地
問
題
が
結
び
つ
く
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
植
民
地
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
外
交
に
お

け
る
大
き
な
弱
点
だ
っ
た
。
自
由
主
義
陣
営
の
主
要
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
は
植
民
地
を
保
有
し
て
お
り
、
反
植
民
地
主
義

を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
と
対
立
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
自
由
主
義
陣
営
の
結
束
を
強
め
る
た
め
に

（
148
）

（
149
）
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イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
に
肩
入
れ
し
過
ぎ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
新
興
独
立
国
は
失
望
し
、
共
産
主
義
陣
営
に
向
か
い
か
ね
な

い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
自
身
が
沖
縄
統
治
を
植
民
地
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
国
務
省
は
一

九
六
一
年
夏
に
作
成
し
た
対
国
連
政
策
の
文
書
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
植
民
地
主
義
が
終
焉
に
向
か
う
な
か
、
ア
メ
リ
カ
が
最
後
の
植
民
地
主
義
国
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
皆
の
驚
き
を
以
て
明
ら
か
に

な
り
、（
中
略
）
沖
縄
が
醜
い
象
徴
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。」

　

こ
う
し
た
矢
先
に
、
沖
縄
の
立
法
院
は
一
九
六
二
年
二
月
一
日
、「
二
・
一
決
議
」
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た
。「
二
・
一
決
議
」
は

全
て
の
国
連
加
盟
国
に
宛
て
て
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
沖
縄
統
治
を
植
民
地
主
義
と
し
て
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
「
対
日
平
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
沖
縄
を
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、（
中
略
）
領
土
の
不
拡
大
及
び
民
族
自
決
の
方
向
に
反
し
、

国
連
憲
章
の
信
託
統
治
の
条
件
に
該
当
せ
ず
、
国
連
加
盟
国
た
る
日
本
の
主
権
平
等
を
無
視
し
、
統
治
の
実
態
も
ま
た
国
連
憲
章
の
統

治
に
関
す
る
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
一
二
月
第
一
五
回
国
連
総
会
に
お
い
て
『
あ
ら
ゆ
る
形
の
植
民
地
主
義
を
速

か
に
、
か
つ
、
無
条
件
に
終
止
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
を
厳
か
に
宣
言
す
る
』
旨
の
『
植
民
地
諸
国
、
諸
人
民
に
対
す
る
独
立
許
容
に
関

す
る
宣
言
』［
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
］
が
採
択
さ
れ
た
今
日
、
日
本
領
土
内
で
住
民
の
意
志
に
反
し
て
不
当
な
支
配
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
対
し
、
国
連
加
盟
国
諸
国
が
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
、
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
主
権
が
速
か
に
完
全
に
回
復
さ

れ
る
よ
う
尽
力
さ
れ
ん
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。」

　

言
葉
も
厳
し
い
が
、「
二
・
一
決
議
」
採
択
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
ア
メ
リ
カ
に
都
合
が
悪
か
っ
た
。
国
連
の
「
脱
植
民
地
化
委
員
会
」

の
初
会
合
が
二
週
間
後
の
一
五
日
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、「
二
・
一
決
議
」
を
受
領
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
や
ソ
連
率
い
る
共

産
主
義
陣
営
が
、
こ
の
委
員
会
で
沖
縄
問
題
を
取
り
上
げ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
・
一
決
議
」
が
親

米
与
党
で
あ
る
沖
縄
自
民
党
も
含
め
て
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
、
親
米
や
反
米
を
超
え
て
、「
二
・
一
決
議
」
が
沖
縄
全
体

（
150
）

（
151
）
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の
民
意
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
理
由
に
な
り
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
決
議
の
内
容
や
採
択
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
そ
し
て
与
野
党
を
超
え
た
全
会
一
致
の
採
択
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る

と
、
沖
縄
側
が
国
際
社
会
の
動
向
を
に
ら
み
、
入
念
な
準
備
を
重
ね
、「
二
・
一
決
議
」
を
採
択
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
沖
縄

の
与
野
党
と
も
に
、
国
際
社
会
の
反
植
民
地
主
義
の
言
説
が
持
つ
意
義
を
熟
慮
し
た
上
で
、「
二
・
一
決
議
」
を
採
択
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
新
崎
盛
暉
・
沖
縄
大
学
名
誉
教
授
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
自
民
党
は
、
決
議
採
択
に
際
し
て
、
沖
縄
の
日
本
復
帰
の
た
め
に
は

「
岸
信
介
で
も
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
で
も
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
利
用
」
す
る
仲
吉
良
光
・
元
首
里
市
長
の
言
動
に
「
何
と
な
く
引
き
ず

ら
れ
た
」
だ
け
だ
っ
た
。
他
方
、
野
党
勢
力
も
、「
厳
密
な
計
算
と
展
望
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
れ
も
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り

し
た
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
」。

　

沖
縄
自
民
党
総
裁
で
あ
る
大
田
と
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
と
の
会
談
記
録
か
ら
も
、
沖
縄
自
民
党
が
「
二
・
一
決
議
」
に
深
い

関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。「
二
・
一
決
議
」
採
択
後
の
二
月
六
日
、
大
田
は
「
二
・
一
決
議
」
の
謝
罪
の
た
め
に
、

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
を
訪
ね
た
。
大
田
が
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
立
法
院
の
各
派
代
表
で
あ
る
翁
長
助
静
（
沖
縄
自

民
党
）、
長
浜
清
栄
（
社
大
党
）、
古
堅
実
吉
（
人
民
党
）、
知
念
朝
功
（
無
所
属
）
で
構
成
さ
れ
た
起
草
委
員
会
が
、「
二
・
一
決
議
」

の
決
議
案
を
作
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
起
草
委
員
会
の
議
論
は
ま
と
ま
ら
ず
、
決
議
採
択
当
日
の
二
月
一
日
の
朝
に
な
っ
て
も
決
議

案
の
調
整
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
沖
縄
自
民
党
の
代
表
で
あ
る
翁
長
は
、
事
前
に
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
党
内
で
説
明
を

受
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、「
二
・
一
決
議
」
案
文
の
「
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
」
へ
の
言
及
な
ど
に
抵
抗
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

立
法
院
開
会
の
二
月
一
日
に
復
帰
決
議
を
採
択
す
る
こ
と
は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
翁
長
は
、「
従
来
よ
り
そ
の
要
請
す
る

基
本
的
態
度
が
強
化
さ
れ
た
」
と
立
法
院
で
述
べ
た
よ
う
に
自
ら
を
納
得
さ
せ
、
野
党
主
導
の
「
二
・
一
決
議
」
の
案
文
を
受
け
入
れ

た
。
立
法
院
の
本
会
議
で
は
、
急
い
で
印
刷
さ
れ
た
決
議
案
を
議
員
ら
は
一
読
す
る
こ
と
も
な
く
、「
二
・
一
決
議
」
を
全
会
一
致
で

（
152
）

（
153
）

（
154
）

（
155
）
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採
択
し
た
。
大
田
は
、
立
法
院
で
圧
倒
的
多
数
を
握
る
沖
縄
自
民
党
が
起
草
委
員
会
に
一
人
し
か
代
表
を
送
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
過
ち

だ
っ
た
と
し
、
沖
縄
自
民
党
の
多
く
の
議
員
が
思
慮
に
欠
け
、
安
易
な
態
度
を
取
っ
た
こ
と
が
今
回
の
大
惨
事
を
招
い
た
と
述
べ
た
。

　

し
か
し
、
沖
縄
の
意
図
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、「
二
・
一
決
議
」
は
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
を
植
民
地
問
題
と
し
て
国
際
問
題

化
し
か
ね
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
は
、
い
か
に
沖
縄
問
題
の
国
際
化
を
防
ぐ
か
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
た
。
国
務
省
は
「
脱
植

民
地
化
委
員
会
」
が
沖
縄
を
取
り
上
げ
る
可
能
性
を
念
頭
に
、
こ
の
委
員
会
に
関
係
す
る
国
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
や
領
事
館
へ
、
ア
メ

リ
カ
の
立
場
を
説
明
す
る
た
め
の
覚
書
を
送
付
し
た
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
対
し
て
も
、「
二
・
一
決
議
」
を
国
務
省
に
転
送
し
て
く
れ

れ
ば
、
国
連
加
盟
国
へ
送
付
し
な
い
こ
と
に
国
務
省
が
責
任
を
取
り
、
送
付
不
履
行
へ
の
非
難
の
「
泥
を
か
ぶ
っ
て
も
よ
い
」
と
助
け

舟
を
出
し
て
い
た
。
国
務
省
と
軍
部
は
沖
縄
統
治
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
長
ら
く
対
立
し
て
き
た
が
、「
二
・
一
決
議
」
に
つ
い
て
は

そ
う
し
た
対
立
を
一
時
的
に
棚
上
げ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
二
・
一
決
議
」
に
激
怒
し
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
立
法
院
に
は
諸
外
国
へ
決
議
を
提
出
す
る
権
限
は
な
い
と
し
、
決
議
を
立
法
院

に
突
き
返
す
と
い
う
「
強
権
的
」
な
案
を
提
起
し
た
。
こ
の
こ
と
は
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
の
潮
流
を

軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
沖
縄
を
経
済
的
に

搾
取
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
経
済
援
助
の
恩
恵
を
与
え
る
側
で
あ
り
、
沖
縄
が
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
で
あ
る
と
い
う
非
難
は
ま
っ
た

く
の
心
外
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
「
フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
併
合
し
た
よ
う
に
」、
日
本
は
沖
縄
を
併

合
し
、
沖
縄
の
人
々
を
「
第
五
級
市
民
と
し
て
扱
っ
て
き
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
沖
縄
住
民
を
日
本
人
と
は
異
な
る
民
族
と
考
え
て
い

た
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
植
民
地
主
義
と
非
難
し
、
沖
縄
を
植
民
地
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
日
本
へ
の
復
帰
を
要
求
す

る
「
二
・
一
決
議
」
は
、「
単
な
る
政
治
的
な
策
謀
」
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。

　

立
法
院
決
議
の
差
戻
し
に
は
前
例
が
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
九
月
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
か
つ
て
の
上
司
だ
っ
た
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
も
、
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沖
縄
統
治
の
責
任
者
と
し
て
国
連
に
宛
て
た
あ
る
立
法
院
決
議
の
送
付
を
拒
否
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
に
は

可
能
だ
っ
た
送
付
拒
否
を
、「
二
・
一
決
議
」
に
も
適
用
す
る
こ
と
に
陸
軍
省
は
躊
躇
し
た
。
送
付
拒
否
と
い
う
行
為
自
体
が
、
表
現

の
自
由
の
は
く
奪
と
い
っ
た
批
判
を
生
み
出
し
、
植
民
地
主
義
批
判
に
つ
な
が
り
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
決

議
が
全
世
界
に
送
付
さ
れ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
植
民
地
主
義
国
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
か
っ
た
。「
二
・
一
決

議
」
は
ア
メ
リ
カ
政
府
を
困
難
な
立
場
に
追
い
込
ん
で
い
た
。

　
「
二
・
一
決
議
」
の
処
理
が
手
詰
ま
る
な
か
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
あ
る
妙
案
が
浮
上
す
る
。「
二
・
一
決
議
」
を
い
っ
た
ん
受
領
し
、

「
検
討
中
」
と
し
た
う
え
で
、
決
議
を
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
留
め
て
お
く
と
い
う
案
で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ
ま
で
採
択
さ
れ
て
き
た
立

法
院
に
よ
る
日
本
復
帰
決
議
は
、
宛
先
で
あ
る
日
本
政
府
な
ど
に
送
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
陸
軍
省
は
す
べ
て
の
復
帰
決
議
を
棚
上

げ
し
て
処
理
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
陸
軍
省
は
、
沖
縄
か
ら
こ
れ
ま
で
も
復
帰
決
議
の
送
付
状
況
を
追
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、「
二
・
一
決
議
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
手
法
で
乗
り
切
れ
る
と
考
え
、
こ
の
案
を
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
も
沖
縄

側
か
ら
決
議
の
送
付
状
況
に
つ
い
て
追
及
が
な
い
と
い
う
保
証
は
な
か
っ
た
し
、
既
に
日
本
国
内
で
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
た
「
二
・

一
決
議
」
に
つ
い
て
諸
外
国
、
特
に
ソ
連
か
ら
照
会
が
な
い
と
も
限
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
他
に
有
力
な
案
を
持
た
な
か
っ

た
ア
メ
リ
カ
政
府
は
「
二
・
一
決
議
」
を
「
検
討
中
」
と
し
、
急
場
を
し
の
ぐ
こ
と
と
し
た
。

　
「
二
・
一
決
議
」
採
択
の
一
ヵ
月
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
「
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
」
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
沖
縄
政
策
を
公
表
し
た
。「
ケ

ネ
デ
ィ
新
政
策
」
は
沖
縄
の
自
治
権
拡
大
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
援
助
金
の
増
額
、
日
本
か
ら
沖
縄
へ
の
援
助
増
大
の
方
針
を
打
ち
出
し

た
。
沖
縄
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
政
策
を
公
表
す
る
際
に
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、「
私
は
、
琉
球
諸
島
が
日
本
本
土
の
一

部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
」
と
述
べ
、「
琉
球
諸
島
が
日
本
の
施
政
下
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
の
困
難
を
最
も
少
く
（
原
文
マ

マ
）
す
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
特
定
の
措
置
を
取
る
よ
う
に
指
令
し
た
」
と
日
本
と
の
協
力
関
係
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。
ア
メ
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キャラウェイ高等弁務官の沖縄統治（一九六一年二月─一九六四年七月）（二・完）

リ
カ
政
府
は
こ
れ
ま
で
も
、
沖
縄
統
治
へ
の
日
本
政
府
の
協
力
を
認
め
て
き
た
が
、
そ
れ
は
日
本
政
府
の
意
向
に
配
慮
し
、
良
好
な
日

米
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
後
、
一
九
六
〇
年
六
月
に
作
成
さ
れ
た
対
日
政
策
文
書

（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
〇
八
／
一
）
に
お
い
て
も
、
日
本
政
府
の
沖
縄
統
治
へ
の
関
与
は
、「
同
情
的
に
考
慮
さ
れ
る
」
と
消
極
的
に
認
め
ら

れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
河
野
・
法
政
大
学
名
誉
教
授
は
、「
二
・
一
決
議
」
後
の
「
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
」
に
は
、
沖
縄
が
植
民
地
で

は
な
い
こ
と
を
内
外
に
示
す
意
図
、
そ
し
て
、
日
本
と
の
協
力
が
植
民
地
主
義
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
協
力
関
係
が
試
さ
れ
る
時
は
す
ぐ
に
や
っ
て
来
た
。
四
月
二
五
日
、「
二
・
一
決
議
」
に
触
発
さ
れ
た
帆
足

計
・
衆
議
院
議
員
（
社
会
党
）
が
、
国
連
へ
沖
縄
返
還
を
訴
え
る
請
願
書
を
送
付
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

国
連
外
交
の
舞
台
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
は
沖
縄
を
め
ぐ
っ
て
責
任
を
な
す
り
付
け
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
国
連
代
表
部
は
、
沖
縄
が
「
脱
植
民
地
化
委
員
会
」
で
議
題
に
な
ら
な
い
よ
う
日
本
が
動
く
べ
き
だ
と
主
張
し
た
が
、
日
本

の
国
連
代
表
部
は
、
施
政
権
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
こ
そ
が
責
任
を
果
た
す
べ
き
だ
と
国
連
で
矢
面
に
立
つ
こ
と
を
渋
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
責
任
の
な
す
り
付
け
合
い
は
、「
二
・
一
決
議
」
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
、
東
京
の
駐
日
大
使
館
と
外
務
省
の
間
で
も
行
わ
れ
て

い
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
自
国
が
植
民
地
主
義
国
と
批
判
さ
れ
て
い
る
手
前
、
自
ら
釈
明
す
る
よ
り
も
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
を
支
持

す
る
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
政
府
も
、
自
国
領
土
で
あ
る
沖
縄
が
ア
メ
リ
カ
に
支
配
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
国
際
社
会
で
公
に
支
持
す
る
こ
と
は
、
国
内
政
治
上
、
難
し
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
国
連
代
表
部
は
日
本
政
府
の
態
度
に
い

ら
立
ち
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
日
本
が
沖
縄
問
題
で
前
面
に
出
た
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
日
本
に
彼
ら
の
立
場
を
［
脱
植
民

地
化
委
員
会
］
事
務
局
や
議
長
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
促
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
る
。」
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日
本
政
府
と
し
て
も
、
国
連
で
沖
縄
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
沖
縄
統
治
を
支
持
す
る
よ
う
迫

る
ア
メ
リ
カ
と
、
沖
縄
返
還
を
望
む
国
内
世
論
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
米
国

側
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
は
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
、
沖
縄
が
国
際
社
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
各
国

に
水
面
下
で
働
き
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
二
・
一
決
議
」
採
択
時
に
も
、
沖
縄
は
「
植
民
地
」
に
は
あ
た
ら
な
い
、
と
の
声
明

を
出
し
、
問
題
の
沈
静
化
に
動
い
て
い
た
。

　

そ
れ
で
も
、
日
本
政
府
は
沖
縄
が
「
植
民
地
」
で
は
な
い
に
し
ろ
、「
非
自
治
地
域
」
に
該
当
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
、
ア
メ
リ

カ
政
府
に
ソ
連
の
動
向
に
注
意
を
払
う
よ
う
促
し
て
い
る
。「
非
自
治
地
域
」
と
は
、
国
連
憲
章
第
七
三
条
に
言
う
よ
う
に
「
人
民
が

ま
だ
完
全
に
は
自
治
を
行
う
に
至
っ
て
い
な
い
地
域
」
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
国
連
総
会
決
議
第
一
五
四
一
号
に
よ
り
、「
地
理
的
に

施
政
国
か
ら
分
離
し
、
人
種
的
、
文
化
的
に
施
政
国
と
は
別
個
の
地
域
、
あ
る
い
は
、
行
政
、
政
治
、
法
律
、
経
済
、
歴
史
の
点
で
本

国
に
従
属
す
る
地
域
」
と
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
定
義
に
従
い
、
外
務
省
は
「
沖
縄
は
、
現
在
米
国
の
施
政
下
に
置
か
れ

形
式
的
に
は
上
記
［
非
自
治
地
域
］
の
定
義
に
該
当
す
る
地
域
で
あ
る
と
の
議
論
も
な
し
得
よ
う
」
と
国
会
答
弁
資
料
を
作
成
し
て
い

た
。「
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
」
に
も
「
非
自
治
地
域
」
へ
の
言
及
が
あ
り
、
そ
の
第
五
節
に
は
、「
非
自
治
地
域
」
の
住
民
の
自
由
に

表
明
す
る
意
志
及
び
希
望
に
施
政
権
国
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
あ
る
。
日
本
政
府
は
、
ソ
連
が
「
非
自
治
地
域
」
の
規
定
や

「
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
」、
さ
ら
に
「
二
・
一
決
義
」
を
持
ち
出
し
、
沖
縄
問
題
を
「
脱
植
民
地
委
員
会
」
で
取
り
上
げ
て
き
た
場

合
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
二
・
一
決
議
」
が
国
際
社
会
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
沖
縄
の
立
法
院
は
や
は

り
、「
二
・
一
決
議
」
の
行
方
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
強
く
問
い
質
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
国
連
の
「
脱
植
民
地
化
委
員
会
」
は
、
ア
フ

リ
カ
地
域
の
植
民
地
問
題
で
手
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
そ
の
他
の
地
域
を
検
討
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。「
脱
植
民
地
委
員
会
」
で
ソ
連
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キャラウェイ高等弁務官の沖縄統治（一九六一年二月─一九六四年七月）（二・完）

が
沖
縄
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
国
際
世
論
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
問
題
を
取
り
上
げ
る
方
が
、
自
由
主

義
諸
国
へ
の
攻
撃
と
し
て
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
い
く
つ
か
の
幸
運
に
恵
ま
れ
、「
二
・

一
決
議
」
を
か
わ
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

と
は
い
え
、
国
際
社
会
か
ら
の
植
民
地
主
義
批
判
へ
の
備
え
と
し
て
、
日
本
政
府
の
協
力
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ

た
。
沖
縄
統
治
に
日
本
政
府
の
協
力
を
求
め
る
方
針
は
、「
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
」
以
降
の
対
日
政
策
で
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。
国
務
省

は
一
九
六
三
年
五
月
に
、「
日
本
の
将
来
」
と
い
う
対
日
政
策
文
書
を
作
成
し
、
沖
縄
統
治
に
「
日
本
の
協
力
を
維
持
し
強
化
す
る
た

め
に
努
力
す
る
」
と
す
る
日
米
協
力
の
方
針
を
踏
襲
し
た
。
こ
の
文
書
の
形
成
過
程
で
、
軍
部
は
「
日
本
の
将
来
」
が
日
本
に
融
和
的

過
ぎ
る
と
し
て
練
り
直
し
を
要
求
し
た
が
、
沖
縄
統
治
に
日
本
の
協
力
を
求
め
る
方
針
に
は
批
判
を
加
え
な
か
っ
た
。
軍
部
は
、
こ
れ

ま
で
沖
縄
統
治
へ
の
日
本
の
関
与
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
こ
の
頃
ま
で
に
、
沖
縄
統
治
を
継
続
す
る
た
め
に
日
本
政
府
の
協

力
を
求
め
る
方
針
に
異
議
を
唱
え
な
く
な
る
。「
二
・
一
決
議
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
騒
動
は
、
日
本
の
協
力
が
沖
縄
統
治
に
必
要
不
可

欠
で
あ
る
と
の
認
識
を
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
定
着
さ
せ
て
い
く
の
に
小
さ
く
な
い
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
駐
日
大
使
も
「
二
・
一
決
議
」
に
直
面
し
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
へ
の
植
民
地
主
義
批
判
を
危
惧
し
た
。
ラ
イ
シ

ャ
ワ
ー
が
推
し
進
め
た
日
米
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
路
線
は
、
国
際
社
会
か
ら
の
批
判
を
か
わ
す
と
い
う
目
的
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
一
九
六
三
年
二
月
に
備
忘
録
で
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。

　
「
九
五
〇
〇
万
人
の
日
本
国
民
が
現
状
の
『
植
民
地
状
態
』
に
怒
り
を
爆
発
さ
せ
、（
中
略
）
問
題
が
国
連
の
場
に
で
も
持
ち
込
ま
れ

よ
う
も
の
な
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
沖
縄
に
お
け
る
我
々
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
、
日
本
政
府
と
協
力
し
て
い
く
方
針
を
決
め
た
の
だ
。」

　

と
こ
ろ
が
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
日
本
政
府
の
協
力
は
必
ず
し
も
頼
り
に
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
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ト
ナ
ム
戦
争
激
化
に
伴
う
日
本
国
内
の
反
米
感
情
の
高
ま
り
は
、
日
本
政
府
の
協
力
を
よ
り
一
層
危
う
い
も
の
に
し
た
。
一
九
六
五
年

以
降
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
様
子
を
、
日
本
人
は
家
庭
に
普
及
し
は
じ
め
た
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
で
目
の
当
た
り
に
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
終
戦
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
た
と
は
い
え
、
日
本
人
に
と
っ
て
戦
争
の
記
憶
は
生
々
し
く
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

の
リ
ア
ル
な
映
像
は
日
本
人
の
反
米
感
情
を
高
め
て
い
く
に
は
十
分
だ
っ
た
。
日
本
の
保
守
派
で
す
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
つ
い
て
懸
念

を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
革
新
派
は
、
世
論
の
反
米
感
情
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
日
本
政
府
や
ア
メ
リ
カ
へ
の
批
判
を
繰
り
広
げ
て
い
っ

た
。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
こ
う
し
た
日
本
国
内
の
反
米
感
情
の
高
ま
り
か
ら
、
た
と
え
自
民
党
政
権
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
反
米
的
な
政

策
を
と
り
始
め
か
ね
な
い
、
と
警
戒
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
六
五
年
七
月
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
沖
縄
返
還
の
検
討
を
促
し
た

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
提
言
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
日
本
政
府
と
の
完
全
な
協
力
が
な
け
れ
ば
、
琉
球
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
地
位
は
維
持
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
深
刻

に
な
り
う
る
現
地
で
の
政
治
的
動
揺
の
た
め
で
は
な
く
、
日
本
が
国
連
や
そ
の
他
の
国
際
的
な
場
で
琉
球
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
場

合
の
国
際
的
な
反
響
の
た
め
で
あ
る
。」

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
日
本
が
国
連
に
沖
縄
問
題
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
は
著
し

く
困
難
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
た
と
え
日
本
が
提
起
せ
ず
と
も
、
何
ら
か
の
展
開
で
国
連
が
沖
縄
を
植
民
地
問
題
と
し
て
取
り
上

げ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
国
内
世
論
の
板
ば
さ
み
に
な
っ
た
日
本
政
府
の
ア
メ
リ
カ
支
持
は
危
う
く
な
る
。
日
本
の
国
内
世

論
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
遂
行
の
た
め
に
フ
ル
稼
働
す
る
沖
縄
の
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
沖
縄
問
題
に
敏
感
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

従
来
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
よ
る
沖
縄
返
還
の
提
言
は
、「
一
九
七
〇
年
問
題
」
と
の
関
係
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
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は
安
保
条
約
の
期
限
の
年
で
あ
る
一
九
七
〇
年
に
、
沖
縄
住
民
や
日
本
人
の
反
米
感
情
が
爆
発
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
沖
縄
返
還
の
検
討

に
向
か
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
な
の
か
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
沖
縄
返
還
の
提
言
に
お
け
る
、
国
際
社
会
か
ら
の
植
民
地
主
義

批
判
へ
の
警
戒
は
あ
ま
り
注
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
「
二
・
一
決
議
」
以
来
、
沖
縄
問
題
の
国
際
化
を

恐
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
も
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
提
言
の
背
景
に
、
国
際
社
会
に
お
け
る
反
植
民
地
主
義
の
高
ま
り
に
対
す
る
危
惧
が

あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
既
に
見
た
よ
う
に
「
二
・
一
決
議
」
の
対
応
で
、
国
務
省
だ
け
で
な
く
陸
軍
省
も
、
国
際
社
会

か
ら
の
植
民
地
主
義
批
判
を
懸
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
懸
念
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
提
言
の
重
要
な
動
機
に
な
っ
て
い

た
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
こ
の
提
言
を
受
容
し
、
沖
縄
返
還
へ
向
か
う
際
の
重
要
な
要
因
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
、
自
民
党
政
権
で
す
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
協
力
を
取
り
下
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
警
戒
し
た
背
景
に
は
、
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
の
日
本
人
観
の
影
響
も
あ
っ
た
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
沖
縄
住
民
を
民
族
的
に
日
本
人
で
あ
る
と
見
な
し
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治

は
、
日
本
人
の
民
族
感
情
を
刺
激
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
。
異
民
族
支
配
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
は
、

何
ら
か
の
き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
手
に
負
え
な
く
な
る
潜
在
的
な
危
険
性
を
持
つ
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
と
っ
て
日
本
は
、
経
済
力
は
つ
い
た
も
の
の
、
い
ま
だ
そ
の
行
動
に
信
頼
を
置
け
な
い
、「
教
室
の
隅
に
座
っ
て

い
る
体
の
大
き
な
男
の
子
」
だ
っ
た
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
国
務
省
へ
の
報
告
で
、
池
田
勇
人
や
佐
藤
栄
作
と
い
っ
た
首
相
ク
ラ
ス
の
人

物
に
つ
い
て
も
「
我
々
の
指
導
と
教
育
が
必
要
」
と
書
い
て
い
る
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
に
と
っ
て
日
本
人
は
、
何
が
自
分
の
利
益
に
な
る

か
を
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
危
な
っ
か
し
い
子
ど
も
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
益
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
協
力
し
続
け
る
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
心
も
と
な
い
と
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
沖
縄
住
民
を
日
本
人
と
は
民
族
的
に
区
別
す
る
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
が
日
本
人
の
民
族
感

情
を
強
く
刺
激
す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
日
本
人
を
「
西
太
平
洋
の
英
国
人
」
と
考
え
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
た
と
え
自
民
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党
が
選
挙
で
敗
北
し
、
日
本
社
会
党
が
政
権
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
党
政
権
は
国
益
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
維
持
し
続

け
る
だ
ろ
う
と
見
て
い
た
。
日
本
人
の
沖
縄
へ
の
関
心
は
政
治
的
な
駆
け
引
き
に
過
ぎ
ず
、「
西
太
平
洋
の
英
国
人
」
で
あ
る
日
本
人

が
自
ら
の
国
防
を
危
う
く
す
る
沖
縄
返
還
を
真
剣
に
主
張
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
沖
縄
統
治

へ
の
日
本
政
府
の
関
与
を
抑
え
よ
う
と
し
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
姿
勢
に
は
、
日
本
と
の
協
力
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
こ

と
さ
ら
日
本
人
を
な
だ
め
す
か
す
必
要
は
な
い
と
の
判
断
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
よ
う
に
日
本
人
を
「
西
太
平
洋
の
英
国
人
」
と
見
な
す
、
つ
ま
り
将
来
的
な
日
米
の
結
び
付
き
を
当
然

視
し
、
従
来
通
り
沖
縄
統
治
を
継
続
で
き
る
と
考
え
る
人
々
は
一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
ア
メ
リ
カ
政
府
で
は
少
数
派
だ
っ
た
。
仮
に
キ

ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
見
解
が
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
多
数
派
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
極
東
に
脅
威
と
緊
張
が
存
在
す
る
限
り
沖
縄
を

保
持
す
る
と
い
う
「
ブ
ル
ー
ス
カ
イ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
を
取
り
続
け
、
返
還
の
検
討
も
、
よ
り
先
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
国
際
社
会
の
反
植
民
地
主
義
の
盛
り
上
が
り
を
前
に
、
ア
メ
リ
カ
の
沖

縄
統
治
が
揺
ら
ぐ
こ
と
を
強
く
懸
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
照
ら
せ
ば
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ

イ
の
「
自
治
神
話
」
演
説
は
、
ま
さ
に
国
際
社
会
か
ら
植
民
地
主
義
批
判
を
招
き
か
ね
な
い
言
動
だ
っ
た
。
こ
の
演
説
は
、
ア
メ
リ
カ

国
連
代
表
部
を
大
い
に
困
惑
さ
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
国
連
大
使
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
（A

dlai Ew
ing Stevenson II

）
は
マ
ク
ナ
マ

ラ
国
防
長
官
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
自
治
神
話
」
説
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
率
直
に
言
っ
て
、
私
は
こ
の
演
説
を
一
読
し
、
大
い
に
驚
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
演
説
は
、
国
連
に
お
け
る
我
々
の
利
益

を
深
刻
に
傷
つ
け
う
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
や
他
の
国
々
と
我
々
と
の
あ
い
だ
に
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
不
必
要
な
問
題
を
引
き
起
こ
し

か
ね
な
い
か
ら
で
す
。
自
決
と
自
治
が
我
々
の
世
界
政
策
の
要
石
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
琉
球
の
人
々
の
政
治
問
題
を
処
理
す
る
ア

メ
リ
カ
政
府
の
高
官
が
こ
う
し
た
発
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
最
も
遺
憾
な
こ
と
で
す
。」
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ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
「
自
治
神
話
」
説
へ
の
鋭
い
批
判
は
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
従

来
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
の
問
題
は
、
沖
縄
住
民
の
反
発
を
招
い
た
点
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
り
深
刻

な
問
題
は
、
国
際
社
会
か
ら
「
強
権
的
」
統
治
が
植
民
地
支
配
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
の
批
判
を
招
い
て
し
ま
う
点
、
つ
ま
り
、
住
民

の
支
持
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
統
治
が
植
民
地
主
義
批
判
と
結
び
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
の
継
続
を
危
う
く
し
て
し
ま

い
か
ね
な
い
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
「
自
治
神
話
」
演
説
に
つ
い
て
「
世
界
を
対
象
に
講
演
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が
あ

ら
わ
す
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
情
熱
は
す
べ
て
内
向
き
に
、
つ
ま
り
沖
縄
を
円
滑
に
統
治
す
る
こ
と
に
注
が
れ
た
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ

イ
に
は
、
そ
の
統
治
が
外
部
、
国
際
社
会
か
ら
ど
の
よ
う
に
映
る
か
を
考
え
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
仮

に
、「
自
治
神
話
」
演
説
が
、
国
際
社
会
の
植
民
地
主
義
批
判
を
引
き
起
し
て
い
れ
ば
、
軍
部
も
含
め
た
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
キ
ャ
ラ

ウ
ェ
イ
評
価
は
一
変
し
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
更
迭
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
日
々
起
こ
る
沖
縄
現
地
の
問
題
を
、
軍
事
的

要
請
と
両
立
さ
せ
つ
つ
、
国
務
省
や
日
本
政
府
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
と
っ
て
、
国
際

社
会
の
動
向
も
に
ら
み
な
が
ら
統
治
を
お
こ
な
う
と
い
う
の
は
職
分
を
越
え
た
話
で
は
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

沖
縄
は
、
ア
メ
リ
カ
が
冷
戦
政
策
を
推
し
進
め
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
一
大
軍
事
拠
点
だ
っ
た
。
沖
縄
は
、
朝
鮮
戦
争
や

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
後
方
支
援
基
地
と
し
て
機
能
し
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
他
の
在
日
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
と
と
も
に
、
東
ア
ジ
ア
周
辺
諸

国
の
軍
事
行
動
を
抑
止
し
て
き
た
。

　

沖
縄
の
軍
事
的
重
要
性
を
知
る
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
と
っ
て
、
高
等
弁
務
官
の
任
務
が
沖
縄
統
治
の
安
定
し
た
継
続
で
あ
る
こ
と
は
明

（
198
）
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白
だ
っ
た
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
高
等
弁
務
官
に
着
任
す
る
以
前
の
日
本
で
の
勤
務
経
験
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
海
外
展
開
が
引
き
起

こ
す
現
地
住
民
と
の
摩
擦
の
問
題
を
熟
知
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
高
等
弁
務
官
に
着
任
し
た
当
初
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
沖
縄
住
民
と

の
摩
擦
を
避
け
よ
う
と
、
穏
健
に
統
治
を
進
め
た
。

　

し
か
し
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
沖
縄
統
治
を
進
め
る
に
つ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
穏
健
な
統
治
路
線
を
見
直
す
よ
う
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
統

治
下
で
自
治
を
担
う
琉
球
政
府
、
そ
の
与
党
で
あ
る
沖
縄
自
民
党
の
政
権
運
営
が
、
無
責
任
な
も
の
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
琉
球

政
府
は
沖
縄
の
金
融
機
関
に
蔓
延
す
る
汚
職
を
放
置
し
、
取
り
付
け
騒
ぎ
を
引
き
起
し
か
ね
な
い
よ
う
な
金
融
機
関
へ
の
監
督
を
怠
っ

て
い
た
。
ま
た
、
琉
球
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
沖
縄
援
助
資
金
を
当
て
に
し
て
減
税
を
行
お
う
と
し
、
徴
税
に
も
熱
心
で
な
か
っ

た
。
沖
縄
援
助
予
算
の
獲
得
の
た
め
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
ア
メ
リ
カ
議
会
で
証
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
緊
縮
派
の
議
員
ら
を
説
得
す

る
に
あ
た
り
、
琉
球
政
府
の
こ
う
し
た
姿
勢
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
い
か
な
る
仕
事
に
お
い
て
も
一
二
〇
％
の
完
璧

さ
を
望
む
」
と
公
言
す
る
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
勤
勉
な
性
格
が
、
沖
縄
政
界
の
仕
事
ぶ
り
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
親
米
勢
力
で
あ
る
は
ず
の
沖
縄
自
民
党
が
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
を
植
民
地
主
義
と
非
難
す
る
「
二
・
一
決
議
」
に
賛
成

票
を
投
じ
た
こ
と
は
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
心
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
琉
球
政
府
や
沖
縄
自
民

党
に
見
切
り
を
つ
け
、「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
旋
風
」
を
は
じ
め
と
し
た
「
強
権
的
」
統
治
に
踏
み
切
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
に
対
し
、
沖
縄
住
民
は
激
し
く
反
発
し
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
頃
よ
り
琉
球

政
府
の
無
策
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
少
な
く
な
い
沖
縄
住
民
は
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
を
支
持
し
た
。
沖
縄
の
有
力
者

ら
に
よ
る
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
留
任
を
訴
え
る
請
願
文
や
、
沖
縄
住
民
か
ら
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
へ
の
大
量
の
感
謝
状
は
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
統
治

が
沖
縄
住
民
の
生
活
向
上
に
い
か
に
貢
献
し
た
か
を
伝
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
な
手
法
に
不
満
が
生

じ
た
と
い
う
従
来
の
指
摘
は
間
違
い
で
は
な
い
。
だ
が
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
統
治
の
成
果
に
対
す
る
沖
縄
住
民
の
支
持
も
踏
ま
え
る
と
、
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キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
へ
の
反
発
が
ア
メ
リ
カ
に
沖
縄
返
還
を
検
討
さ
せ
る
ほ
ど
の
激
し
さ
を
持
っ
た
と
す
る
従
来
の
見

解
は
一
面
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
が
「
強
権
的
」
統
治
に
踏
み
切
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
二
・
一
決
議
」
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
は
国
際
社

会
か
ら
の
植
民
地
主
義
批
判
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
問
題
に
映
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
、
国
際
社
会
で
反
植
民
地
感
情
が
高
ま
る

な
か
、「
二
・
一
決
議
」
は
、
そ
の
国
際
社
会
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
を
植
民
地
主
義
で
あ
る
と
訴
え
る
も
の
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。「
二
・
一
決
議
」
が
引
き
金
と
な
り
、
国
連
で
沖
縄
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
れ
ば
、
ソ
連
を
盟
主
と
し
た
共
産
主
義
陣

営
が
旧
植
民
地
諸
国
を
巻
き
込
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
を
痛
烈
に
非
難
し
て
く
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
か
っ
た
。

　

こ
の
と
き
、
ア
メ
リ
カ
は
幸
運
に
も
助
け
ら
れ
、「
二
・
一
決
議
」
を
無
事
や
り
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
沖
縄
統
治
が
植
民
地

主
義
批
判
を
招
き
か
ね
な
い
、
異
民
族
支
配
で
あ
る
と
い
う
根
源
的
な
問
題
は
残
っ
た
。
一
九
六
五
年
七
月
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
駐
日
大

使
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
沖
縄
返
還
の
検
討
を
提
言
し
た
が
、
そ
の
判
断
の
裏
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
と
国
際
社
会
の
植
民

地
主
義
批
判
が
結
び
つ
く
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
っ
た
。
も
し
両
者
が
結
び
つ
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
や
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
か

ら
の
非
難
で
窮
地
に
陥
り
、
沖
縄
統
治
を
継
続
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
戦
略
上
、
軍
事
的
に

重
要
だ
っ
た
沖
縄
は
、
冷
戦
外
交
の
上
で
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
ア
キ
レ
ス
腱
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
政
府
の
危
惧
を
踏
ま
え
れ
ば
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
権
的
」
統
治
の
問
題
は
、
そ
の
統
治
に
住
民
が
反
発
し

た
か
否
か
よ
り
も
、「
強
権
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
植
民
地
主
義
批
判
を
招
き
か
ね
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
沖
縄
に
自
治
は
存

在
し
な
い
と
し
た
「
自
治
神
話
」
説
も
、
内
容
の
当
否
や
住
民
の
反
応
よ
り
、
そ
れ
が
植
民
地
主
義
批
判
の
火
種
を
作
る
と
こ
ろ
に
問

題
が
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
不
用
意
な
発
言
は
あ
っ
た
も
の
の
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
自
身
は
高
等
弁
務
官
と
し
て
、
大
統
領
行
政
命
令
に
従
い
「
効
果
的
か
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つ
責
任
あ
る
琉
球
政
府
の
発
展
を
助
長
し
、
琉
球
列
島
住
民
の
福
祉
及
び
安
寧
の
増
進
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
」
た
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ

イ
の
「
強
権
的
」
統
治
の
問
題
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
個
人
の
能
力
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
、
加
速
し
た

脱
植
民
地
化
と
い
う
潮
流
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
そ
の
も
の
が
限
界
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
い
き
つ
く
と
言
え
よ
う
。

　

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
統
治
以
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
激
化
す
る
な
か
で
沖
縄
返
還
の
検
討
を
進
め
て
い
く
。「
ブ

ル
ー
ス
カ
イ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
言
う
「
極
東
に
脅
威
と
緊
張
が
存
在
す
る
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
沖
縄
返
還
は
動
き
出
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
沖
縄
問
題
に
関
し
て
国
際
社
会
に
新
た
な
政
治
上
の
脅
威
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。田

辺
総
監
修
『
国
際
連
合
』
二
二
八
頁
。

半
澤
朝
彦
「
国
連
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
消
滅
─
一
九
六
〇
～
六
三
年
─
」『
国
際
政
治
』
第
一
二
六
号
（
二
〇
〇
一
年
二
月
）
九
二
頁
。

FR
U

S: 1961-1963, V
ol. X

X
V

, O
rganization of Foreign Policy; Inform

ation Policy; U
nited N

ations; Scientific 
M

atters, (GPO
, 2001), pp. 360-361.

D
epartm

ent of State Circular T
elegram

, February 12, 1962, Ryukyus: Reversion, 1962 (Reversion Resolutions)., 
0000106054, O

PA
.

新
崎
盛
暉
『
戦
後
沖
縄
史
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
年
）
二
二
九
─
二
三
〇
頁
。

起
草
委
員
の
氏
名
は
「
立
法
院
に
お
け
る
『
施
政
権
返
還
に
関
す
る
要
請
決
議
』
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）」（
日
付
不
明
）「
来
往
電
そ
の

他
」『
沖
縄
関
係　

国
連
関
係
植
民
地
独
立
宣
言
（
沖
縄
）』（0120-2001-02779, H

22-018, A
300-07-01,

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）
を

参
照
し
た
。

同
右
。

「
施
政
権
返
還
に
関
す
る
要
請
決
議
案
」『
第
一
九
回
定
例
第
一
号
』（
一
九
六
二
年
二
月
一
日
）
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
。
な
お
、
立
法

院
会
議
録
は
沖
縄
県
公
文
書
館
の
下
記
サ
イ
ト
よ
り
検
索
で
き
る
。http://w

w
w

2.archives.pref.okinaw
a.jp/scripts/kaigi/nam

azu.

（
148
）

（
149
）

（
150
）

（
151
）

（
152
）

（
153
）

（
154
）

（
155
）
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cgi.exe

（
二
〇
二
〇
年
六
月
一
六
日
ア
ク
セ
ス
）。

M
em

orandum
 for Record, M

arch 15, 1962, Box 113, H
igh Com

m
issioner-Chief Executive M

eetings Subseries, 
Liaison D

epartm
ent Series, U

SCA
R Records, RG 260, N

A
.

D
epartm

ent of State Circular T
elegram

, February 12, 1962, Ryukyus: Reversion, 1962 (Reversion Resolutions)., 
0000106054, O

PA
.

D
epartm

ent of State to H
ICO

M
RY

, O
K

IN
A

W
A

 and A
m

em
bassy T

O
K

Y
O

, February 5, 1962, Ryukyus: Reversion, 
1962 (Reversion Resolutions)., 0000106054, O

PA
.

沖
縄
を
め
ぐ
る
国
務
省
と
軍
部
の
対
立
は
、
沖
縄
の
日
本
か
ら
の
分
離
を
決
定
す
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
作
成
の
時
か
ら
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
和
条
約
の
形
成
過
程
に
お
け
る
国
務
省
と
軍
部
の
対
立
は
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起

源
─
戦
後
日
米
関
係
に
お
け
る
沖
縄
一
九
四
五
─
一
九
五
二
─
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
平
和
条
約
後
の
沖
縄
統

治
お
よ
び
沖
縄
返
還
交
渉
を
め
ぐ
る
国
務
省
と
軍
部
の
対
立
は
、Priscilla Clapp, O

kinaw
a R

eversion : Bureaucratic Interaction in 
W

ashington 1966-1969, 

『
国
際
政
治
』
第
五
二
巻
（
一
九
七
五
年
五
月
）、
河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』、
我
部
『
沖
縄
返

還
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』、
宮
里
『
日
米
関
係
と
沖
縄
』
を
参
照
。

H
ICO

M
RY

 O
K

IN
A

W
A

 RY
IS to D

A
, February 3, 1962, Ryukyus: Reversion, 1962 (Reversion Resolutions)., 

0000106054, O
PA

.

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
高
等
弁
務
官
に
着
任
す
る
以
前
、
東
南
ア
ジ
ア
に
関
す
る
研
究
会
に
参
加
し
、
脱
植
民
地
化
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
地
域
は
そ
の
他
の
発
展
途
上
地
域
と
共
通
す
る
革
命
の
段
階
を
経
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
革
命
の
含
意
を
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
メ
リ
カ
自
身
が
革
命
の
な
か
で
生
ま
れ
、
こ
こ
最
近
ま
で
、
弱
者
や
彼
ら
の
革
命
へ
の
努
力
の

偉
大
な
支
持
者
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ミ
ニ
ッ
ツ
マ
ン
［
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
時
の
ア
メ
リ
カ
民
兵
］
は

レ
ッ
ド
コ
ー
ト
［
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
時
の
イ
ギ
リ
ス
正
規
軍
兵
］
よ
り
も
は
る
か
に
我
々
の
過
去
に
沿
っ
て
い
る
」。Caraw

ay to Fifield, 
N

ovem
ber 14, 1960, Box 16, Caraw

ay, Paul W
., Papers, U

SA
H

EC.
IW

LG
C., Section 12, pp. 51-52.

大
田
『
沖
縄
の
帝
王
』
一
三
七
頁
。
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Joint State-D
efense M
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ICO

M
RY

 O
K

IN
A

W
A

 RY
IS and A

M
EM

B T
O

K
Y

O
 (D

/Stateʼs D
RA

FT
, as re-

D
RA

FT
ED

 BY
 P. A

. N
euland), February 5, 1962, Ryukyus: Reversion, 1962 (Reversion Resolutions)., 0000106054, O

PA
.

D
A

 W
A

SH
 D

C
 to H

IC
O

M
R

Y
 O

K
IN

A
W

A
 R

Y
IS, F

ebruary 8, 1962, R
yukyus: R

eversion, 1962 (R
eversion 

Resolutions)., 0000106054, O
PA

.
Joint State-D

efense M
essage to H

ICO
M

RY
 O

K
IN

A
W

A
 RY

IS and A
M

EM
B T

O
K

Y
O

 (D
/Stateʼs D

RA
FT

, as re-
D

RA
FT

ED
 BY

 P. A
. N

euland), February 5, 1962, Ryukyus: Reversion, 1962 (Reversion Resolutions)., 0000106054, O
PA

.
M

em
orandum

 for U
nder Secretary of the A

rm
y, F

ebruary 6, 1962, R
yukyus: R

eversion, 1962 (R
eversion 

Resolutions)., 0000106054, O
PA

.

ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
の
形
成
過
程
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
宮
里
『
日
米
関
係
と
沖
縄
』
第
六
章
、
河
野
「
池
田
内
閣
期
の
沖
縄
問
題

（
二
・
完
）」
を
参
照
。

中
野
編
『
戦
後
資
料
』
三
六
一
頁
。

河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
一
七
五
─
一
八
三
頁
。

FR
U

S : 1958-1960, V
ol. X

X
V

III, Japan; K
orea, p. 347.

河
野
「
池
田
内
閣
期
の
沖
縄
問
題
（
二
・
完
）」。

N
ew

 Y
ork to Secretary of State, A

pril 25, 1962, H
oashi Petition to the U

.N
.., 0000106049, O

PA
.

河
野
「
池
田
内
閣
期
の
沖
縄
問
題
（
一
）」
一
九
─
二
一
頁
。

N
ew

 Y
ork to Secretary of State, M

ay 8, 1962, H
oashi Petition to the U

.N
.., 0000106049, O

PA
.

N
ew

 Y
ork to Secretary of State, M

arch 19, 1962, H
ICO

M
RY

's Speech at Golden Gate Club., 0000105556, O
PA

.

中
野
編
『
戦
後
資
料
』
四
一
六
頁
。

A
m

Em
bassy T

O
K

Y
O

 to Secstate W
A

SH
IN

GT
O

N
, O

ctober 18, 1961, Ryukyus Islands, 1961., 0000105550, O
PA

.

岩
沢
雄
司
編
『
国
際
条
約
集　

二
〇
一
六
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
三
〇
頁
。

「
植
民
地
独
立
宣
言
と
沖
縄
に
関
す
る
国
会
答
弁
（
試
案
）」（
一
九
六
一
年
一
〇
月
二
三
日
）「
国
会
答
弁
資
料
」『
沖
縄
関
係　

国
連
関

係
植
民
地
独
立
宣
言
（
沖
縄
）」』（H

22-018, 0120-2001-02779, A
300-07-01,

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。
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キャラウェイ高等弁務官の沖縄統治（一九六一年二月─一九六四年七月）（二・完）

同
右
。

国
際
社
会
が
沖
縄
を
取
り
上
げ
た
例
と
し
て
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
民
間
団
体
の
代
表
者
会
議
で
あ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
人
民

連
帯
会
議
に
よ
る
一
九
六
三
年
二
月
の
決
議
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
決
議
は
、
民
間
の
も
の
で
あ
る
し
、「
二
・
一
決
議
」
に
も
言

及
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
野
、
新
崎
『
沖
縄
戦
後
史
』
一
二
八
頁
。

N
EW

 Y
O

RK
 to Secretary of State, M

ay 11, 1962, H
oashi Petition to the U

.N
.., 0000106049, O

PA
.

石
井
修
、
我
部
政
明
、
宮
里
政
玄
編
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
対
日
政
策
文
書
集
成　

第
八
期　

日
本
外
交
防
衛
問
題　

一
九
六
四
年
』
第
六

巻
（
柏
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
一
頁
。

同
右
、
一
七
頁
。

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
О
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
、
ハ
ル
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
／
入
江
昭
監
修
『
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
日
録
』（
講
談
社
、
一
九
九
五

年
）
一
二
九
頁
。

FR
U

S: 1964-1968, V
ol. X

X
IX

, Prat 2, Japan, p.106.
Ibid.
Clapp, 

“Okinaw
a Reversion

”, pp.12-15, 

河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
二
三
八
頁
。

宮
里
『
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
政
策
』
一
六
八
頁
、
宮
里
『
日
米
関
係
と
沖
縄
』
二
四
九
─
二
五
二
頁
、
中
島
『
沖
縄
返
還
と
日
米
安
保
体

制
』
三
六
頁
。

FR
U

S: 1964-1968, V
ol. X

X
IX

, Prat 2, Japan, p. 107.
Edw

in O
. Reischauer, Japan: T

he Story of a N
ation (N

ew
 Y

ork: K
nopf, 1970), pp.315-316.

FR
U

S: 1964-1968, V
ol. X

X
IX

, Prat 2, Japan, p.56.
Center for Strategic Studies, U

nited States-Japanese Political R
elations: T

he Critical Issues A
ffecting A

siaʼs Future 
(W

ashington D
.C.: Georgetow

n U
niversity, 1968), pp. 36-37.

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
が
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
あ
た
っ
て
日
本
政
府
か
ら
協
力
を
得
る
こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宮
里

『
日
米
関
係
と
沖
縄
』
二
〇
五
頁
、
河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
二
一
二
頁
を
参
照
。

Center for Strategic Studies, U
nited States-Japanese Political R

elations, pp. 34; IW
LG

C., Section 11, p.94.
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Stevenson to M
cN

am
ara, M

arch 20, 1963, Papers of John F. K
ennedy. Presidential Papers. President's O

ffice Files. 
Countries. U

nited N
ations: Security, 1962-1963, John F. K

ennedy Library, Boston, M
A

.　

な
お
同
文
書
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領

の
下
記
サ
イ
ト
よ
り
閲
覧
で
き
る
。https://w

w
w

.jfklibrary.org/archives/search-collections

（
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
三
年
三
月
八
日
。
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